
令和５年度

府中市にお住まいの方へ

不妊検査・一般不妊治療費の一部を助成します
府中市では，不妊症の診断・治療のために必要な一連の不妊検査及び一般不妊治療を受けている

ご夫婦に対して、検査及び治療に係る費用の助成を行います。

１ 助成を受けることができる人

次の要件をすべて満たす人です。

○法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方またはいずれかが府中市

に居住している人（事実婚関係の夫婦も対象となります）

○広島県の不妊検査・一般不妊治療助成事業の助成の承認決定がされている人

○広島県の不妊検査・一般不妊治療助成事業以外の不妊検査・一般不妊治療の

助成を受けていない人

２ 助成対象、助成額および助成回数

３ 申請方法

広島県の不妊検査等費用助成事業の助成の決定を受けた日の翌日から起算して1か月以内に、

書類を提出してください。

▽ 申請に必要なもの▽

・申請書

・広島県の不妊検査・一般不妊治療費助成決定通知書（写し）

・広島県の不妊検査・一般不妊治療費助成申請に係る証明書（写し）

・医療機関が発行する領収書および明細書（写し）

・印かん

・通帳等、振込先のわかる物

お問い合わせ・申請先

・子育て応援課ネウボラ推進室（子育てステーションちゅちゅ／府中天満屋内） TEL（０８４７）４４－６６８８

※郵送先 〒726-8601 府中市府川町315番地 府中市役所子育て応援課ネウボラ推進室

・上下地域共生推進課（子育てステーション／上下地域共生交流センター） TEL（０８４７）６２－２２３１

助成対象

不妊症の診断・治療のための検査・一般不妊治療（体外受精や顕微授精を除

く、タイミング療法、薬物療法、人工授精、男性不妊治療等）に要した費用

（医療保険適用の有無は問いません）

助成額 助成対象に要した費用の１／２（上限５万円）※千円未満切捨て

助成回数 一組の夫婦につき１回


